
●4

市役所 代表電話
TEL.042-585-1111

第1184号  平成20年（2008年）6月1日お知らせなど

 
■
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
市
民
運

営
委
員
会
委
員

　

募
集
人
数
…　

人
※
選
考
委
員
に

１２

よ
り
決
定
／
任
期
…
７
月
１
日
〜
平

成　

年
６
月　

日
／
応
募
資
格
…
満

２２

３０

　

歳
以
上
で
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

２０学
者
／
６
月　

日
�
（
消
印
有
効
）

１５

ま
で
に
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル

で
。
作
文
「
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ

ー
の
役
割
」（　

字
程
度
）、
郵
便
番

８００

号
、
住
所
、
氏
名
、
性
別
、電
話
番
号

を
記
入
し
、
〒　

―
０
０
６
２
多
摩

１９１

平
２
の
９
日
野
市
役
所
男
女
平
等
課

（
�　

・
２
７
３
３
�　

・
２
７
４
８

５８４

５８４

�danjyo@
city.hino.lg.jp

）へ

■
災
害
時
帰
宅
困
難
者
徒
歩
訓
練
参

加
者

　

６
月
７
日
�
午
前
９
時　

分
出
発

３０

／
コ
ー
ス
…
味
の
素
ス
タ
ジ
ア
ム

（
調
布
市
）
〜
日
野
橋
ま
た
は
南
多

摩
高
校
（
八
王
子
市
）
／
６
月
２
日

�
ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
、
日
赤
東
京
都

支
部
救
護
課
（
�　

・
５
２
７
３
・

０３

６
７
４
９
�　

・
５
２
７
３
・
６
７

０３

４
４
）
へ

■
藝
術
文
化
の
薫
る
ま
ち
基
本
計
画

策
定
懇
談
会
委
員

　

７
月
〜
平
成　

年
３
月
の
月
１
回

２１

第
２
金
曜
日
午
前　

時
〜
正
午
／
市

１０

内
在
住
・
在
勤
・
在
学
者
ま
た
は
日

野
市
出
身
で
藝
術
文
化
に
関
心
が
あ

り
、
藝
術
分
野
に
携
わ
っ
て
い
る
方

対
象
／
募
集
人
数
…
若
干
人
※
謝

礼
あ
り

／
６
月　

日
�
（
消
印
有
効
）

１０

ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ
で
。
住
所
、
氏

名
、
電
話
、
生
年
月
日
、
活
動
経
歴
、

懇
談
会
委
員
希
望
と
記
入
し
、
〒　
１９１

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所
企
画
調
整

課
藝
術
文
化
担
当
へ

■
市
民
ま
ち
づ
く
り
会
議
市
民
委
員

　

任
期
…　

月
１
日
�
か
ら
２
年
間

１０

／
内
容
…
ま
ち
づ
く
り
条
例
で
定
め

ら
れ
た
次
の
事
項
の
審
議
な

ど

�
市
民

提
案
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
認
定
�

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
認
定
�
都
市

計
画
に
関
す
る
提
案
な

ど

の
認
定
�
大

規
模
開
発
事
業
の
土
地
利
用
構
想
に

対
す
る
助
言
又
は
指
導
に
関
す
る
事

項
�
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
し
た
者
に

対
す
る
表
彰
な

ど

／
募
集
人
数
…
３
人

以
内
／　

歳
以
上
で
市
内
に
住
民
登

２０

録
ま
た
は
外
国
人
登
録
さ
れ
て
い
る

方
（
１
年
以
上
）
対
象
※
他
の
審
議

会
な
ど
の
委
員
の
方
を
除
く
／
６
月

　

日
�
（
消
印
有
効
）
ま
で
に
郵
送

２２で
。
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
生
年
月

日
、
性
別
、
職
業
、
居
住
年
数
、
電

話
番
号
を
記
入
し
、
小
論
文
「
応
募

理
由
、
抱
負
、
考
え
な
ど
」（　

〜
１

６００

千　

字
）
を
添
付
し
、
〒　

―
８
６

２００

１９１

８
６
日
野
市
役
所
ま
ち
づ
く
り
課
へ

※
提
出
さ
れ
た
書
類
及
び
小
論
文
は

返
却
い
た
し
ま
せ
ん

■
夏
休
み
の
学
校
プ
ー
ル
開
放
事
業

の
監
視
員

　

期
間
…
７
月　

日
�
〜
８
月　

日

１９

３１

�
で
各
小
学
校
プ
ー
ル
開
放
運
営
委

員
会
が
指
定
す
る
日（
概
ね
８
日
間
）

／　

歳
以
上
で
水
泳
が
出
来
る
方
対

１８
象
／
謝
礼
…
５
千　

円
（
１
日
５
時

５００

間
程
度
）
／
講
習
会
（
講
義
・
実
技
）

の
受
講
が
必
要
／
６
月　

日
�
ま
で

１３

に
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
へ

 
■
平
成　

年
度
市
・
都
民
税
の
改
正

２０

▼
税
源
移
譲
時
の
所
得
変
動
に
係
る

減
額
措
置
（
平
成　

年
度
市
・
都
民

１９

税
の
み
適
用
）

　

平
成　

年
中
の
所
得
が
減
り
、
所

１９

得
税
が
課
さ
れ
な
く
な
っ
た
方
は
、

平
成　

年
度
分
市
・
都
民
税
を
税
源

１９

移
譲
前
の
税
額
に
減
額
す
る
措
置
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

平
成　

年
度
市
・
都
民
税
の
合
計

１９

課
税
所
得
金
額
（
分
離
課
税
分
を
除

く
）
が
所
得
税
と
の
人
的
控
除
額
の

差
（
表
１
）
の
合
計
額
を
超
え
、
平

成　

年
度
市
・
都
民
税
の
合
計
課
税

２０
所
得
金
額
（
分
離
課
税
分
を
含
む
）

が
所
得
税
と
の
人
的
控
除
額
の
差
の

合
計
額
以
下
の
方
対
象
※
平
成　

年
１９

中
に
死
亡
、
海
外
転
出
な
ど
の
理
由

で
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
国
内

２０

に
居
住
し
て
い
な
い
方
に
は
適
用
さ

れ
ま
せ
ん
／
計
算
方
法
…
税
源
移
譲

後
に
決
定
し
た
平
成　

年
度
分
市
・

１９

都
民
税
所
得
割
額
か
ら
、
税
源
移
譲

前
の
税
率
を
適
用
し
た
所
得
割
額

（
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
額
を
除

く
）
を
差
し
引
い
た
額
が
減
額
／
申

告
方
法
…
７
月
１
日
�
か
ら
、
平
成

　

年
度
市
・
都
民
税
課
税
の
市
区
町

１９村
に
申
告
。
申
告
書
は
、
６
月
上
旬

か
ら
市
役
所
１
階
市
民
税
課
、
七
生

支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
で
配
布
、
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
出
来
る
予
定
で
す
。

▼
老
年
者
非
課
税
措
置
廃
止
の
経
過

措
置
が
な
く
な
り
ま
す

　

平
成　

年
度
か
ら
廃
止
さ
れ
た　

１８

６５

歳
以
上
の
方
（
昭
和　

年
１
月
２
日

１５

以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
で
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が　

万
円
以
下
の
方
に

１２５

対
す
る
非
課
税
措
置
の
経
過
措
置
が

な
く
な
り
ま
す
。（
表
２
）

▼
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

　

損
害
保
険
料
控
除
を
改
組
し
、
地

震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成　

年
１８

　

月　

日
ま
で
に
締
結
し
た
旧
長
期

１２

３１

損
害
保
険
料
は
従
来
ど
お
り
控
除
さ

れ
ま
す
。（
表
３
）

▼
平
成　

年
度
市
・
都
民
税
納
税
通

２０

知
書
の
発
送

　

６
月
２
日
�
に
発
送
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
特
別
徴
収
の
方

は
、
５
月
初
旬
に
勤
務
先
へ
税
額
通

知
書
を
発
送
し
ま
し
た
。（市

民
税
課
）

■
市
民
税
・
都
民
税
課
税
（
非
課
税
）

証
明
書
の
発
行
窓
口

　

平
成　

年
度
の
課
税
（
非
課
税
）

２０

証
明
書
は
、
６
月
２
日
�
か
ら
市
役

所
１
階
市
民
窓
口
課
、
七
生
支
所
、

豊
田
駅
連
絡
所
で
発
行
し
ま
す
。
な

お
、
３
月　

日
ま
で
に
申
告
し
て
い

１７

な
い
場
合
、
証
明
書
の
発
行
が
で
き

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
未
申
告
の

場
合
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。
詳
細

は
市
民
税
課
へ
問
い
合
わ
せ
を
。

（
市
民
窓
口
課
・
七
生
支
所
�　

・
５９１

７
７
１
２
）

■
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
購
入
希
望

者
に
補
助
金

　

補
助
金
額
…
購
入
価
格
の
２
分
の

１
で
、
２
万
５
千
円
を
上
限
／
市
内

在
住
で
、
１
世
帯
１
機
の
み

対
象
※
過
去
に
補
助
金
を
受

け
た
世
帯
は
申
込
不
可
／
６

月　

日
�
（
消
印
有
効
）
ま

２７
で
に
ハ
ガ
キ
で
。「
電
気
式
生

ご
み
処
理
機
」
購
入
費
補
助

希
望
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を

記
入
し
、
〒　

―
０
０
２
１
石
田
１

１９１

の　

の
２
日
野
市
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課

２１０
（
�　

・
０
４
４
４
）
へ
※
申
込
多

５８１

数
の
場
合
は
抽
選
。
な
お
、
市
外
や

当
選
前
に
購
入
し
た
も
の
は
補
助
金

の
対
象
外
で
す

■
赤
十
字
事
業
資
金
に
ご
支
援
を

　

災
害
救
護
、
国
際
救
援
、
献
血
な

ど
の
事
業
を
行
う
た
め
、　

円
以
上

５００

の
寄
付
を
し
て
く
だ
さ
る
方（
会
員
）

を
募
集
し
ま
す
。
ご
支
援
お
願
い
し

ま
す
。

（
日
本
赤
十
字
社
日
野
市
地
区
（
市

生
活
福
祉
課
内
））

■
検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら
ご
協

力
を
！

　

事
件
等
の
被
害
に
あ
っ
た
の
に
、

裁
判
に
か
け
て
く
れ
な
い
と
不
服
が

あ
る
人
の
た
め
に
、
検
察
審
査
会
が

あ
り
ま
す
。
審
査
員
は
、
選
挙
権
を

持
っ
て
い
る
方
の
中
か
ら
「
く
じ
」

で
選
ば
れ
ま
す
。
審
査
員
に
選
ば
れ

た
と
き
に
は
、
国
民
の
代
表
と
し
て

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
八
王
子
検
察
審
査
会
事
務
局
�　
０４２

・　

・
５
１
９
５
）

６４２

 
■
市
長
の
動
き
（
５
月
前
半
）

﹇
１
日
﹈
東
京
都
多
摩
動
物
公
園
開

園　

周
年
記
念
式
典
﹇
３
日
﹈
日
野

５０
宿
発
見
隊
ま
ち
か
ど
写
真
館　

日
野

in

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
﹇　

日
﹈
ひ
の
新
選

１０

組
ま
つ
り
開
会
式
﹇　

日
﹈
南
多
摩

１２

斎
場
組
合
議
会
臨
時
会
﹇　

日
﹈
多

１４

摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
取
締
役
会
﹇　
１５

日
﹈全
国
市
長
会
関
東
支
部
役
員
会
・

意
見
交
換
会

■
日
野
市
福
祉
事
業
団
理
事
会
・
評

議
員
会
が
開
催

　

５
月　

日
に
日
野
市
福
祉
事
業
団

２９

の
理
事
会
・
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
、

定
款
の
一
部
改
正
、
平
成　

年
度
決

１９

算
、
平
成　

年
度
事
業
報
告
等
の
制

１９

（広告）

定
及
び
承
認
が
さ
れ
ま
し
た
。

　

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を
。
な
お
、

資
料
は
、
事
業
団
各
施
設
、
市
政
図

書
室
に
備
え
て
い
ま
す
。

日
野
市
福
祉
事
業
団
（
�　

・
１
８

５８９

１
８
）

（表２）老年者非課税措置廃止の経過
所得割均 等 割

税額の２／３
を減額

市民税：１，０００円
都民税：　３００円

平成１８年度

税額の１／３
を減額

市民税：２，０００円
都民税：　６００円

平成１９年度

全額課税
市民税：３，０００円
都民税：１，０００円

平成２０年度
以降

（表３）地震保険料控除
限度額控 除 額

２５，０００円
支払った保険料の
１／２の額

地震保険料

１０，０００円
従前の旧長期損害
保険料控除額

旧長期損害保険
料

２５，０００円
地震保険料控除額
と旧長期損害保険
料控除額の合計額

地震保険料と旧
長期損害保険料
がある場合

（表１）人的控除額の差

差 額
市民税・
都民税

所得税所　得　控　除差 額
市民税・
都民税

所得税所　得　控　除

５万円３３万円３８万円
配偶者の合計所
得金額３８万超４０
万円未満配偶者

特別控除

５万円３３万円３８万円一般扶養

扶養控除

１７万円５６万円７３万円一般扶養同居特別障害
１８万円４５万円６３万円特定扶養

３万円３３万円３６万円
配偶者の合計所
得金額４０万以上
４５万円未満

３０万円６８万円９８万円特定扶養同居特別障害
１０万円３８万円４８万円老人扶養
２２万円６１万円８３万円老人扶養同居特別障害

１万円２６万円２７万円普通障害
障害者控除

１３万円４５万円５８万円同居老親
１０万円３０万円４０万円特別障害２５万円６８万円９３万円同居老親同居特別障害
１万円２６万円２７万円一般寡婦

寡婦控除
５万円３３万円３８万円一般配偶者

配偶者控除
５万円３０万円３５万円特別寡婦

１７万円５６万円７３万円一般配偶者同居特別障害
１万円２６万円２７万円寡夫控除
１万円２６万円２７万円勤労学生控除１０万円３８万円４８万円老人配偶者
５万円３３万円３８万円基礎控除２２万円６１万円８３万円老人配偶者同居特別障害

●税源移譲時の所得変動に係る減額措置　
　モデルケース
【夫婦＋子ども１人（一般扶養） 給与収入６００万円の場合】

平成１９年度平成１８年度
１５８，５００円２５６，０００円所　 得　 税
２６８，５００円１７１，０００円市 ・ 都 民 税
４２７，０００円４２７，０００円合　 計

差　額
平成１９年度市・都民税

税源移譲後の
税率を適用

税源移譲前の
税率を適用

９７，５００円２６８，５００円１７１，０００円

収入が減少し、平成１９年分の所得税が
課されなくなった場合

減
額

さ
れ
ま
す

税源移譲時の所得変動に係る減額措置

１８年（度）

１９年（度）

市・都民税

市・都民税市・都民税

市・都民税市・都民税 所得税非課税

所得税

所得税所得変動が
ない場合

１９年（度）

所得変動が
あった場合

平成１８年中
の所得に対
して課税

平成１９年中
の所得に対
して課税

税源移譲により増
額した市・都民税
（減額した所得税）

税源移譲により増額と
なった市・都民税相当
額が還付されます。

還  付


